
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

第９節 寝台券の発売 

（寝台券の発売） 

第 60条 旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、寝台券を発売

する。 

(1) Ａ寝台券 

Ａ寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台

の段別又は個室別を指定して発売する。 

(2) Ｂ寝台券 

Ｂ寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台

の段別又は個室別を指定して発売する。 

２ 前項の取扱いをする場合で、設備定員が複数の寝台個室に対しては、次の各号に掲げる

場合に限って発売する。 

(1) 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。ただし、当社が認めたときは、設備定員

に満たない人員の旅客が当該寝台を占有使用することができる。 

(2) 乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき 

(3) 旅客が第 74条の５に定める旅客運賃・料金を支払うとき 

３ 前各項の場合、列車内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。 

４ 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によって発売す

る。この場合、第 21条第４項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこ

れを購入しなければならない。 

第 60条の２ 削除 

 

 


